
時の動き●2001.1

中
央
省
庁
等
改
革
で
は
、
行
政
の
ス

リ
ム
化
も
大
き
な
課
題
と
な
り
ま
し

た
。
ス
リ
ム
化
に
つ
い
て
は
、

①
国
の
事
務
・
事
業
を
見
直
し
、
国
が

行
う
必
要
の
な
い
も
の
に
つ
い
て
は

廃
止
・
民
営
化
、
規
制
緩
和
、
地
方

分
権
な
ど
の
改
革
を
行
い
、
国
で
引

き
続
き
行
う
事
務
・
事
業
に
つ
い
て

も
、
そ
の
実
施
に
当
た
っ
て
民
間
委

託
等
の
効
率
化
を
進
め
、

②
こ
れ
に
応
じ
て
行
政
組
織
の
ス
リ
ム

化
を
進
め
、

③
国
家
公
務
員
の
定
員
削
減
を
進
め
る

と
と
も
に
、

④
審
議
会
の
組
織
整
理
を
行
い
、

政
策
決
定
の
透
明
化
、
政
治
主
導
の
実

現
と
い
っ
た
観
点
か
ら
、
そ
の
運
営
な

ど
に
つ
い
て
も
改
善
し
ま
す
。

①
事
務
・
事
業
の
合
理
化

事
務
・
事
業
の
合
理
化
と
し
て
、
例

え
ば
、
食
糧
検
査
の
民
営
化
、
ア
ル
コ

ー
ル
専
売
の
廃
止
、
工
業
技
術
院
標
準

実
施
部
門
の
民
間
委
譲
な
ど
を
実
施
し

ま
す
。

引
き
続
き
国
が
行
う
事
務
・
事
業
に

つ
い
て
も
、
一
層
の
民
間
委
託
を
行
う

こ
と
に
し
、
社
会
資
本
整
備
、
情
報
処

理
、
統
計
処
理
等
、
国
有
財
産
管
理
な

ど
、
個
別
の
事
務
・
事
業
ご
と
に
推
進

の
方
針
を
定
め
ま
し
た
。

②
組
織
の
整
理

中
央
省
庁
の
官
房
・
局
の
総
数
を
百

二
十
八
か
ら
九
十
六
に
、
課
・
室
の
総

数
を
約
千
二
百
か
ら
千
程
度
ま
で
削
減

す
る
と
と
も
に
、
そ
の
編
成
を
可
能
な

限
り
弾
力
的
な
も
の
と
す
る
た
め
、
局

長
級
、
課
長
級
の
分
掌
職
制
を
活
用
す

る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

ま
た
、
国
立
大
学
、
国
立
病
院
及
び

国
立
療
養
所
、
そ
の
他
の
試
験
研
究
機

関
な
ど
に
つ
い
て
、
見
直
し
を
行
う
こ

と
に
し
ま
し
た
。

さ
ら
に
、
地
方
建
設
局
と
港
湾
建
設

局
を
統
合
し
た
地
方
整
備
局
の
設
置
、

地
方
医
務
局
と
地
区
麻
薬
取
締
官
事
務

所
を
統
合
し
た
地
方
厚
生
局
の
設
置
な

ど
、
十
四
事
項
の
整
理
合
理
化
を
行
う

こ
と
に
し
ま
し
た
。

③
定
員
の
削
減

国
の
行
政
機
関
の
職
員
の
定
員
に
つ

い
て
は
、
現
在
約
八
十
四
万
人
と
な
っ

て
い
ま
す
が
、
計
画
的
削
減
及
び
独
立

行
政
法
人
化
と
郵
政
公
社
へ
の
移
行

に
よ
り
、
定
員
削
減
を
強
力
に
進
め

ま
す
。
平
成
十
二
年
度
採
用
分
か
ら
毎

年
新
規
採
用
を
減
ら
し
、
郵
政
公
社
へ

移
行
す
る
も
の
を
除
き
十
年
間
で
二

五
％
削
減
し
ま
す
﹇
図
参
照
﹈。

④
審
議
会
等
の
整
理
合
理
化

審
議
会
に
つ
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
官

僚
の
隠
れ
み
の
に
な
っ
て
い
る
の
で
は

と
の
批
判
を
招
い
た
り
、
縦
割
り
行
政

を
助
長
し
た
り
し
て
い
る
の
で
は
な
い

か
と
い
う
弊
害
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま

す
。こ

う
し
た
問
題
点
を
解
決
す
る
た

め
、
政
策
の
決
定
は
審
議
会
で
は
な
く

内
閣
又
は
国
務
大
臣
の
責
任
で
行
う
と
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Ⅲ
行
政
の
ス
リ
ム
化

国
の
行
政
の
役
割
を
見
直
す
上
で
は
、「
官
か
ら
民
へ
」「
国
か
ら
地
方
へ
」
と
い
う
観
点
か
ら

ス
リ
ム
化
の
検
討
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
こ
こ
で
は
、
事
務
・
事
業
の
見
直
し
や
国
家
公
務
員
の
定
員
削
減
な
ど
に
つ
い
て
、

ど
の
よ
う
に
進
め
ら
れ
る
の
か
説
明
し
ま
す
。
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い
う
行
政
責
任
を
明
確
に
す
る
と
と
も

に
、
審
議
会
の
数
を
二
百
十
一
か
ら
九

十
に
削
減
し
ま
し
た
。
特
に
い
わ
ゆ
る

隠
れ
み
の
批
判
の
あ
っ
た
基
本
的
な
政

策
の
審
議
を
行
う
審
議
会
に
つ
い
て

は
、
百
七
十
六
か
ら
二
十
九
へ
、
約
六

分
の
一
に
ま
で
削
減
し
て
い
ま
す
。

（
中
央
省
庁
等
改
革
推
進
本
部
事
務
局
）

特集
中央省庁等改革
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国家公務員定員の削減�

各省庁の定員�
（郵政現業を除く）�

約54万人�

25%削減�

郵政現業�
約30万人�

現�
行�

削�
減�

10年10%以上の�
計画的削減� 郵政公社化�

（平成15年中）�

民営化・規制緩和・�
独立行政法人化・�
新規採用抑制・�
増員の徹底した抑制　等�

　平成15年中に公社化される郵政現業職員
を除き、残りの約54万人について10年間
で少なくとも10%の計画的削減を進めると
ともに、独立行政法人化による一層の定員
削減を強力に進め、増員の徹底した抑制を
図ること等により、国家公務員の定員を10
年間で25%削減します。�

内
幸
町
方
向
か
ら
霞
が
関
、
国
会
議
事
堂
方
向
を
望
む
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